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厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業 

 総括研究報告書 

 

New Long Stay 防止統合 プログラムの有用性の 

検証と汎用性の確立に関する研究 

 

研究代表者：伊豫雅臣（千葉大学大学院医学研究院 教授） 

研究分担者：渡邉博幸（千葉大学社会精神保健教育研究センター 特任教授） 

      木村 大（大学院医学研究院 特任講師） 

小松英樹（千葉大学医学部附属病院 助教） 

 

研究要旨 

本邦では、精神病床の新入院患者のうち、１年以上入院する長期入院患者(以

下、New Long Stay)が、平成 15 年で 4.9 万人、平成 27 年で 5.1 万人と変化

なく、入院後１年以内の地域移行が停滞している。本研究は、千葉大学病院

精神神経科及び同大学社会精神保健教育研究センターにて立案した、長期入

院を予防する『New Long Stay 防止統合プログラム』(以下、プログラム)を

単科精神科病院へ導入し、導入前後各 2 年間における退院促進・地域移行・

地域定着、更に職員の実務量や業務負担の変化を明らかとすることを目的と

する。さらに本年度は、精神科救急算定病棟を有する他精神科医療機関では、

本プログラム同様の多職種連携・協働をどのように行っているのか、ケース

を担当する職種の違いはあるのか、担当患者数などについての実態をアンケ

ート調査によって把握することとした。プログラム導入から１年後の平成 30

年に New Long Stay が防止された。プログラム導入前後の入院患者全体の再

入院率は変化がなかったが、非自発入院患者では再入院率が有意に低下した。

プログラム導入後の退院後 1 年間の患者医療費は、プログラム前と比較して

減額した。プログラム導入後に医業収益は減額、給与費は増額した。木村病

院の労務分析を評価するために、ストレスチェック集団分析結果を活用した。

プログラム導入後のストレス負荷は、救急患者の受け入れが増加しても大き

な変化はなく、全国平均と同等であった。プログラムに内在する医師以外の

職種の裁量権の拡大や個別治療チームでの多職種協働による協力体制や責任

分散や同僚間での支援などが、組織感情を改善し、良好な労働環境の維持に

一定の効果をもたらしているかもしれない。 

多職種協働モデルに基づいた包括的な入院診療プログラムの構築により、入

院中から退院後まで連続性のある包括的サービスの提供が確立されたため、
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地域移行、地域定着を推進する精神科医療モデルを施策として提案すること

できる。さらに、既存の種々の医療技術、福祉資源を組み合わせたプログラ

ムであり、職員のストレスを高めることのないため、汎用性を期待できる一

方で、プログラムを支えるための診療報酬が十分ではないという課題を明ら

かにすることできた。 

 

 

A．研究目的 

平成27年の厚生労働省の報告から推

計すると、同年に精神科病院を退院し

た 1年以上（長期）入院者数は 4.5 万

人であり、新規入院で新たに長期とな

る者が 5.1 万人おり、総体として平成

24 年は約 19.7 万人、平成 28 年は約 1

7.9 万人という長期入院者数に大きな

変化はない。平成 26 年度の精神保健

福祉法の改正により、医療保護入院患

者の入院長期化を防ぐために病院管

理者に退院促進のための体制整備が

義務付けられた。地域移行・地域定着

に効果的な退院促進プログラムの作

成が求められる１）、2)。 

千葉大学病院精神神経科及び同大学

社会精神保健教育研究センターでは、

入院時から円滑な地域移行・地域定着

を目指した1年未満の退院を支援する

診療モデル『New Long Stay 防止統合

プログラム』(以下、プログラム)を平

成 27 年に立案し、平成 29 年 2 月より

千葉市内の200床規模の民間精神科で

ある医療法人学而会木村病院（以下、

木村病院）での実践を主導している 3)。

地域移行・地域定着が進まない原因の

一つに、退院後生活環境相談員の人員

配置が、専門性と配置数で十分でない

ことが挙げられ、プログラムでは、精

神保健福祉士(以下、PSW)が退院後生

活環境相談員として専従しチームマ

ネージャーとなる。また、入院時に入

院長期化につながる退院阻害因子を

評価し、それに基づきケアチームが既

存の種々の医療技術、福祉資源を組み

合わせて、多職種協働モデルに基づい

た包括的な入院診療パッケージを構

築できる(資料１、２、３)。 

本研究では、このプログラム導入前

後における退院促進・地域移行・地域

定着について分析し、有効性を明らか

にする。また、プログラム実施下での

職員の実務量や業務負担の変化を明

らかにし、既存の精神科病院運営上の

人的・医療経済的課題を抽出し、他施

設で導入するに当たっての課題を提

示し、本プログラムの汎用性を確立す

ることを目的とする。 

 

B．研究方法 

本研究では、『New Long Stay 防止プ

ログラム』導入前後各 2 年間(平成 26

-27 年度と平成 29-30 年度)について

比較するミラーイメージ研究を通し
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て、本プログラムの有効性や課題を検

討し、さらに汎用化に関する方法の開

発や課題を探る。 

1)木村病院へのプログラムの導入(伊

豫、渡邉、木村、小松) 

平成 28 年度をプログラム導入準備期

間とし、平成 29 年 4 月以降にプログ

ラムを導入し、導入以降はプログラム

通りに運用できているか定期的に確

認する。 

2)プログラム導入による臨床アウト

カムの検証 (アウトカム分析研究;伊

豫、小松) 

・プログラム導入前後 2 年間(平成 26

-27 年度と平成 29-30 年度)における

診療統計結果を比較する(以下、平成 2

6 年 27 年をプログラム未試行群、平成

29-30 年度をプログラム群) 

診療統計結果は、3 ヶ月退院率、12

ヶ月退院率、再入院率、退院後 3ヶ月

以内再入院率、精神科病床数、平均在

院日数、退院後外来継続率、1 日処方

薬剤数、クロルプロマジン換算抗精神

病薬処方量、持効性筋注製剤投与率な

ど)を調査する。 

3) プログラム導入の医業経営や労務

管理への影響の調査分析(医業経営・

労務分析研究)(渡邉、木村) 

・平成 30 年度にプログラム導入前後

およびプログラム導入準備期間（平成

28 年度）の医業収支、業務時間(人時・

人日)、職場のストレス尺度評価、職

場の快適度チェックシートなどを調

べる 

4)他精神科医療機関へのプログラム

導入の支援に関する研究 

(汎用化に関する研究)(渡邉)  

千葉県や千葉市の精神保健福祉関係

の行政職員や、旭中央病院、学而会木

村病院の医師、PSW、訪問看護師、デ

イケア担当職員、ピアサポーター等の

専門技術提供を得て、地域移行・地域

定着の方法論共有のための公開講

座・研修会、ワークショップ等を主催、

または関連学会、研究会、行政等主催

の講演を行う。それらを通じて、本プ

ログラム導入の動機づけやインフォ

ーマルネットワークの構築、実践技術

の向上を図る。全ての定量的データの

統計解析には EZR4）を使用した。 

なお、本年度は平成 30 年度、令和元

年度に続き抽出された臨床アウトカ

ムのデータと汎用化研究について報

告する。臨床アウトカム、経営労務分

析結果とそれらの考察についての詳

細は、平成 30 年度-令和 2年度の総合

研究報告書を参照されたい。 

 

（倫理面への配慮） 

本プログラムはすでに本邦の保険医

療として認められている既存の診療

技術を集学的な治療支援パッケージ

にしたものであり、1 つ 1 つの治療・

ケア・支援・相談業務に関して何ら実

験的な要素を含まない。しかし、従来

の治療ケアとの比較のために、個人を

特定しない範囲で、情報の集積を行う

可能性があり、研究の実行に際しては、

千葉大学及び実行施設である学而会

木村病院の倫理委員会の承認を得て

いる。（千葉大学大学院医学研究院倫

理審査委員会 No.3176）（医療法人
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学而会木村病院倫理委員会 審査結

果通知書 No. 2018-03 ） 

実行施設では、研究告知ポスターを用

いて、広く患者家族に周知している。 

 

C．研究結果   

1)木村病院へのプログラムの導入 

プログラムは、木村病院の精神科救

急入院料病棟(48 床)に平成 29 年 4 月

に完全に組み込まれていることを確

認した。 

    

２）プログラム導入による臨床アウト

カムの検証 

平均年齢、疾患別割合、平均入院

日数において両群間で統計学的有意

差は認めなかった（P＜0.05）。一方

で、プログラム群で非自発入院者数の

割合と精神科救急システム経由入院

の割合が統計学的に有意に増加して

いた(両項目ともに p＜0.001)。入院後

12 ヶ月時点の退院率は、プログラム導

入後の平成 30 年に 100%となり、1 年

以上の入院期間を有する患者（New Lo

ng Stay）は防止された（表 1、図１）。

プログラム群の入院時に評価した退

院阻害因子のうち、入院前の迷惑行為

が救急病棟入院患者全体（45.6％）、

医療アドヒアランス不良（30.6％）と

セルフネグレクト（24.6％）が比較的

高値であった。暴力または迷惑行為、

セルフネグレクトを有すると評価さ

れた患者や家族・同居者が退院後の受

け入れに消極的であると評価された

患者は、無いと評価された患者と比較

して入院期間が長かった(表 2)。 

プログラム未施行群とプログラム

群の退院後の再入院をイベントとす

る生存曲線を作成し、再入院までの期

間をlog-rank検定で比較した(図１)。

入院患者全体では両群に有意差は認

めなかったが、非自発入院患者におい

て有意差を認めた。退院後１年間の地

域生活日数（第６期障害福祉計画の目

標値は、316 日以上)、プログラム未施

行群が 337.5 日、プログラム群が 341.

5 日であり、統計学的有意差は認めな

かった。 

 千葉大学医学部附属病院精神神経

科と実行施設である精神科病院との

間で、難治性精神疾患患者の治療連携

システムが構築された。平成29年度、

平成 30 年度に同治療連携システムを

利用し木村病院から千葉大学医学部

附属病院精神神経科へ２名が転院し

た。２名共に入院期間（木村病院入院

日から千葉大学医学部附属病院退院

日までの期間）は 1年以内であり、難

治性精神疾患のNew Long Stayは防止

できていることを確認した。  

 

３）プログラム導入の医業経営や労務

管理への影響の調査分析 

プログラム導入後、PSW3 人をプロ

グラム実施病棟専属としたことによ

り、PSW 人が担当する患者が 37 名から

16 名に減少した。患者一人当たりの退

院後１年間の外来医療費と入院医療

費を合算の差を算出するとプログラ

ム導入後に 14 万 7975 円減少した（表

3）。 
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病院全体の医業収支に関しては、

表3で示すような収支バランスとなり、

病床を 59 床減少しても、それを反映

した人件費（給与費）の縮減は困難で

あった。 

木村病院の労務分析を評価する

ために、労働安全衛生法の一部を改正

する法律により、平成 27 年 12 月 1 日

から施行されることになった、常時使

用する事業所の労働者に対して行う

ストレスチェック集団分析結果を活

用した。同院では平成 28 年度から集

団分析を実施している（表 3.1、3.2）。 

ストレス尺度の数値の評価法に

ついて、①量的負担は、数値が大きい

ほどストレス因子として大きい。一方、

②仕事のコントロール、③上司の支援、

④同僚の支援については、数値が小さ

いほどストレス因子として大きいこ

とを表す。また、健康リスクは、量−

コントロール判定図、職場の支援判定

図、総合健康リスクとも、全国平均を

100 としたときに数値が大きいほどリ

スクが高いことを表す。 

全職員を対象とした分析結果で

は、平成 29 年度と平成 30 年度を比較

して、量的負荷は 7.9→8.1 と若干増

えている反面、仕事のコントロールは

7.3→7.6 とコントロールしやすくな

っており、上司の支援は 7.2→7.6 と 0.

4 ポイント増え、一方で同僚の支援は

8.2→8.0 と前年度を下回った。総合健

康リスクでみると、プログラムが導入

されていない平成 28 年度の総合健康

リスクは105と全国平均よりやや高く、

平成 29 年度は全国平均と同じ 100 で

あったが、平成 30 年度は 97 とやや総

合健康リスクでみると、全国平均と比

して、若干リスクが減少しているもの

の、両者の差は小さい。 

この結果から、プログラム導入後

のストレス負荷は、救急患者の受け入

れが増加しても大きな変化はなく、全

国平均と同等であった。 

４）他精神科医療機関へのプログラム

導入の支援に関する研究(汎用化に関

する研究) 

令和 2 年度は新型コロナウイルス対

策のため精神科病院への職員以外の

出入りを抑制せざるを得ない施設が

多く、直接的な導入支援自体が困難な

状況となった。 

これらの状況を受け、精神科救急算

定病棟を有する他精神科医療機関で

は、本プログラム同様の多職種連携・

協働をどのように行っているのか、ケ

ースを担当する職種の違いはあるの

か、担当患者数などについての実態を

アンケート調査によって把握するこ

ととした。 

精神科救急算定病棟を有する私立精

神科病院 113 施設（2020 年 5 月 31 日

時点）の病院管理者宛に、アンケート

及び本プログラム概要を示す資料を

送付した（資料１、４）。その結果、

回答を得た30施設の2019年度実績デ

ータをもとに統計解析を行った。 

結果についての詳細は表4〜8に示す。

表 4から、救急算定病棟の届け出病床

数は 59 床、救急病棟への年間入院者

数は 339 人、救急病棟担当 PSW 数は 3

人、時点 PSW 対応患者数 23 人、年間 P
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SW 対応ケース数は 132 件（以上全て中

央値）であった。  

表 5 から、退院後生活環境相談員が P

SW のみであるのは 26 施設、病棟への

入院手順を有するのが 25 施設であっ

た。また、入院時の連携窓口をどの職

種が第1に行うかについての設問では、

PSW と答えた施設が 27 施設と最多で

あり、以下第 2、第 3 に医師、看護師

が加わるという実態であった。第 1連

携窓口が固定している施設が14施設、

交代制としている施設が 14 の半々と

なった。それに対して第 2連携窓口担

当は固定制が７、交代制が 3と固定制

が多く、例えば第 2連携窓口が『病棟

医長』や『病棟師長』などの役職者と

なっていることが伺われた。第 1の入

院決定者は医師と答えた施設が 25、P

SW が 3、看護師が 1と続いた。第 2の

入院決定者は看護師と答えた施設が 1

0 と最多で、第 3 の決定者で PSW と答

えたところが 5施設であった。このよ

うに入院時の連携窓口にはPSWが主力

となっている反面、入院決定に関して

はPSWに権限は付与されておらず医師、

看護師の次に位置することがわかっ

た。 

ベッドコントロールの決定職種につ

いての第1は看護師と答えたところが

20 施設と最多であるが、医師と答えた

施設も 8、PSW と答えたところはわず

か 2施設であった。第 2の決定職種と

しては医師と答えた施設が 8、看護師

が７、PSW は 4、第 3 の決定職種は PS

W が 4 であった。また、ベッドコント

ロールの決定職種が固定制か交代制

かの問いには、第 1職種が固定してい

るところが 19 施設、交代制が 9 施設

であった。第 2職種も固定が 12、交代

が 5とやはり固定制が多く、ベッドコ

ントロールの決定権を持っているの

は、病棟の上席看護職であることが伺

われた。 

表 6 から、ベッドコントロール会議

の頻度は、毎日行っている施設が 17

と最多であり、毎週1回が 8と続いた。

入院患者についての診療カンファレ

ンス開催の有無では、“毎週”が 17

施設と最多、続いて“毎日”が 6施設

であった。月 1 回（2 施設）、行って

いない（2 施設）という回答も認めら

れた。入院患者についてのカンファレ

ンス参加者数は 15 人（中央値）であ

った。 

入院患者ごとの個別治療チーム（ITT）

の導入を行っているところが18施設、

ITT 構成職員数は 5 人（中央値）であ

った。ITT を実施していない 12 施設に

ついて、その理由を尋ねたところ、『診

療に支障がない』との回答が 12 と最

多、次に『ミーティングの時間確保が

困難』が５と続いた。本プログラムの

概要を示した上で、導入についての問

題点を尋ねたところ、『すでに同様の

手順がある』が 14 と最多、以下『ミ

ーティングの時間確保が困難』が７、

『PSW の負担が大きい』が 6、『かえ

って非効率的』が 2という回答であっ

た。 

表 7 では、入院患者についてのカン

ファレンス参加職種をまとめた。回答

を得た 28 施設中では、医師、看護師、
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PSW、作業療法士という組み合わせが 7

施設と最多、左記の職種に心理師が加

わる施設が 4施設と続いた。その他栄

養士、薬剤師などが参加する施設がみ

られるが、訪問部門やデイケア職員、

外部機関等、退院後支援を担当する職

種の参加は1箇所ずつに限られており、

地域移行や定着を念頭に置いたカン

ファレンスとなっているかどうかに

ついては、検討の余地があり、これら

の職種や外部機関を含めた情報共有

や連携の有無で、New Long Stay 患者

数や地域生活日数に違いが生じるか

どうかについて明らかにしていく課

題が明確となった。 

表 8 では、ITT 構成職種をまとめた。

ITT を実施している 18 施設からの回

答において、医師、看護師、PSW の 3

職種編成が 4施設、左記を基本構成職

種として、作業療法士が加わる施設が

4、作業療法士にさらに心理師が加わ

る施設が 3 と続いた。表 7 同様、ITT

構成職種においても、デイケア職員や

訪問、外部機関の参加は少なかった。 

  

D. 考察 

プログラム導入により、New Long S

tay は防止され、退院後 12 ヶ月時点の

再入院率は、全国平均 37％より低い約

28％に抑えることができていた。さら

に、プログラムにより患者一人当たり

の１年間の医療費が減額できる可能

性が明らかとなった。入院医療費の減

少の程度と比較して、外来医療費の増

加は少なかった。 

一方で、木村病院では、療養病棟入

院中の長期在院患者を退院促進で地

域移行を進め、2014 年度と 2018 年度

を比較すると、59 床減床し、病院全体

での延べ入院患者数も減った。しかし、

千葉県の精神科救急基幹病院として、

県内の精神科マクロ救急業務に積極

的に協力し、救急病棟の算定基準を満

たし、精神保健福祉法を遵守した業務

遂行を行うに当たり、精神保健指定医

や正看護師の確保、地域以降・地域定

着の推進のための訪問看護部門の新

設など、一定の専門的資格をもった医

療職の雇用を維持、拡充する必要が生

じた。また、事務部門や検査部門など

の間接部門は、もともと少人数での編

成であり、入院患者が減少してもさら

に削減することは不可能で、病床削減

によってのスケールメリットも低下

することがわかった。このように、病

床削減に呼応して職員をへらすこと

は困難であり、結果として人件費（給

与費）は縮減できない結果となったと

考えられる。 

労務管理の観点からみると、ストレ

スチェック集団分析の結果から推測

すると、本プログラム導入により、マ

クロ救急からの救急患者の入退院が

増加し、仕事の量的負荷は若干増えた

ものの、仕事のコントロール度がそれ

を上まって増加しており、結果として、

職場のストレスによる健康リスクは

全国平均と同等と著しい増大には至

らなかった。このことから、プログラ

ムに内在する医師以外の職種の裁量

権の拡大やITTでの多職種協働による
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協力体制や責任分散や同僚間での支

援などが、組織感情を改善し、良好な

労働環境の維持に一定の効果をもた

らしているかもしれない。 

New Long Stay 防止及び再入院予防

のためのプログラムは、患者一人当た

りの１年間の入院医療費を減少させ

る一方、病院経営収支においては病院

全体の外来延べ外来患者数、新入院患

者数が増加しても、病床削減のため病

院全体の延べ入院患者数が減少し、さ

らに人件費を増加させるため、現状の

診療報酬体系下では、医療機関の医業

収支を不安定とさせる 

 

表 4〜8 までの結果をまとめると、

アンケートに回答いただいた 30 施設

においては、本プログラムで想定して

いる人員数とほぼ同様の病棟専属 PSW

を有しており、ケースロードも概ね 2

0 前後としていること、救急病棟への

入院手順を持っており、入院時連携窓

口は第1にはPSWが担っていることな

ど、本プログラムとの類似点が認めら

れた。 

その一方で、入院決定やベッドコ

ントロールについては医師や看護師

の権限が強く、PSW が決定に関わる施

設はまだ少ないことが示された。 

入院患者についての診療カンファ

レンスに関しては、毎週行っている施

設が 17 と最多であり、多くの職種の

参加で開催されていることがわかる

が、退院後の地域定着支援に重要なデ

イケアや訪問を担当する職員の参加

はきわめて少なかった。 

しかし、本プログラムと同様の手

順を持って運用していると認識して

いる施設が 14 と回答の約半数を占め

ており、新しいプログラムの導入への

ニーズは乏しいことが伺われた。また

本プログラム運用による時間生産性

の低下（ミーティングの時間確保困難）

やPSWへの労務負担を懸念する回答も

認められた。 

本アンケート調査の限界として、

回答率 26.5％（30／113 施設）と低い

回答率にとどまったこと、回答いただ

いた施設は、本プログラム同様の救急

病棟入院の仕組みをすでに実装して

いることが示されたことから、本結果

は、113 施設全体の標準的な実態を代

表していない可能性が示唆された。 

今後は、入院患者についてのカン

ファレンスや ITT への、地域生活支援

を担当する職種や外部機関職員など

の参加職種の違いによる、地域生活日

数など種々の臨床アウトカムの相違

について、さらなる検討が必要と考え

られた。 

 

E. 結論 

本研究の臨床および経営分析の結

果から、New Long Stay 防止及び再入

院予防に効果的なプログラムは、患者

一人当たりの医療費を減額できる可

能性がある一方、人件費の増加により

医療機関では医業収支を不安定とさ

せることが明らかとなり、この結果は、

入院患者の地域移行・地域定着が進ま

ない理由の一つの証左となっている

と推測する。 
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精神科入院医療においては、入院時

から地域生活を支えるための障害福

祉サービス事業を行う者や行政との

連携が求められる。その中心的役割を

担う退院後環境相談員には、専門職の

適正配置が必要である。患者にとって

有用と考えられる医療介入が診療報

酬に支えられるように見直すには、今

後さらに、地域移行、地域定着に資す

る取り組みを医療だけでなく福祉の

面からも退院から入院後までの一連

のデータ収集を行い詳細な分析を行

うことが必要である。  
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  プログラム 

未施行群 

プログラム群 

入院患者数（入院総数） 人 431(488) 461(533) 

平均年齢 年(標準偏差) 48.3(17.0) 49.3(16.0) 

疾患別割合 F0 % 1.9 3.7 

            F1  3.3 3.0 

            F2  63.1 61.4 

            F3  8.4 11.1 

F3(F31以外)  14.2 14.5 

入院形態  非自発入院 % 57.8 75.1 

精神科救急システム経由入院 % 7.7 22.8 

平均入院日数 日(標準偏差) 62.6(92.2) 61.3(79.4) 

退院率    ３ヶ月時点 % 94.4 97.0 

12ヶ月時点 % 98.8 99.1 

再入院率   12ヶ月時点 % 35.7 27.9 

表1. プログラム導入前後の患者背景 

 

 

図 1. 退院後の再入院率 
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変数 
 

N % 入院期間中央値 P値 

暴力 あり 38 15.1 77 (61-87) 0.0403 

 
なし 214  57 (49-65) 

 
自傷 あり 31 12.3 51 (37-64) 0.115 

 
なし 221  64 (54-74) 

 
自殺 あり 25 9.9 43 (37-75) 0.303 

 
なし 227  63 (55-71) 

 
迷惑行為 あり 120 45.6 71 (56-79) 0.033 

 
なし 132  57 (43-65) 

 
物質乱用 あり 13 19.4 27 (15-49) 0.00002 

 
なし 239  64 (56-73) 

 
セルフネグレクト あり 62 24.6 74 (64-85) 0.0326 

 
なし 190  55 (48-64) 

 
多飲水.水中毒 あり 4 1.6 77.5 (29-NA) 0.766 

 
なし 248  60 (53-69) 

 

変数 
 

N % 入院期間中央値 P値 

医療アドヒアランス 

不良 
あり 76 

30.6 
75 (63-85) 0.0625 

 
なし 176  54 (46-64) 

 
重篤な身体合併症 あり 7 2.8 49 (3-NA) 0.056 

 
なし 245  61 (54-71) 

 

社会資源の活用に 

消極的 
あり 3 

1.2 

92 (NA-NA) 0.237 

 
なし 249  60 (53-69) 

 

家族.同居者の退院受け入れ困難 あり 36 14.3 85 (66-91) 0.00115 

 
なし 216  58 (50-64) 

 
経済的困難 あり 16 6.3 59 (23-71) 0.0678 

 
なし 236  61 (53-72) 

 

表2. プログラム群の入院時退院阻害因子と入院期間 
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表3.1. 経営分析 

 

表3.2. 労務分析 
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中央値 平均値（標準偏差） 木村病院 

届け出救急病床数 59床 68（26.8） 48 

救急病棟年間入院者数 

（欠損値 n=3) 
339人 378人（140） 313 

救急病棟担当医師数 

（欠損値 n=5) 
5人 5.5人（2.7） 5 

救急病棟正看護師数 31人 36人（15） 24 

救急病棟担当 PSW数 3人 3.3人（1.6）  3 

時点 PSW対応患者数 23人 21.3人（4.8） 16 

年間 PSW対応ケース数 132件 130.4件（41.1） 104.3 

表4. 精神科算定病棟を有する精神科病院アンケート結果1 

 

精神科救急算定病棟を有する私立精神科病院１１３施設にアンケート配布 

回答のあった３０施設をもとに統計解析。データは 2019 年度の実績 

救急算定病棟 1 病棟：22 施設  2 病棟：8 施設からの回答 
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30施設の合算 木村病院 

退院後生活環境相談員 PSWのみ：26施設 PSW外も：4施設 
 

PSWのみ 

相談員担当患者数 中央値 22人 平均 26人（SD13） 
 

16人 

入院手順の有無 有り：25施設 無し：5施設 
 

有り 

入院時連携窓口 

第 1 

PSW27施設 

（医師 1, 看護師 1） 

第 2 

医師 3，看護師 8 

第 3 

医師 2，看護師 1 

PSW 

医師 

連携窓口対応者  

固定／交代制 
固定 14/交代 14 固定 7/交代 3 固定 1/交代 1 交代制 

入院決定者 

第 1 

医師 25施設 

PSW3，看護師 1 

第 2 

看護師 10 

医師 2，PSW2 

第 3 

PSW5 

看護師 1 

医師 

PSW 

入院決定者  

固定／交代制 
固定 13/交代 15 固定 5/交代 7 固定 2/交代 4 交代制 

ベッドコントロール  

第 1 

看護師 20施設 

医師 8，PSW2 

第 2 

医師 8 

看護師 7，PSW4 

第 3 

PSW4 

医事課 1 

医師 

看護師 

PSW 

ベッドコントロール 

固定／交代制 

固定 19 

交代 9 

固定 12 

交代 5 

固定 3 

交代 1 
交代制 

表5. 精神科算定病棟を有する精神科病院アンケート結果2 
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30 施設の合算 当院 

ベッドコントロール

会議の頻度 

①毎日：17施設 

うち 1日 2回が 2 
②毎週：8 

 

毎日 2回 

午前回診と 

12：50の会議 

入院カンファの頻度 ①毎週：17 ②毎日:6 
③毎月：2 

なし：2 
毎週 

入院カンファ参加者

数 
中央値 15人 平均値 14（SD8.1） 

 
30 

個別治療チーム ITT

導入 
あり：18施設 なし：12施設 

 
あり 

ITT 構成職員数 中央値 5人 
平均値 6.3 

（SD3.9）  
4−5 

ITT を行わない理由 
診療に支障なし 

：12 

ミーティングの時

間確保が困難：5 

多職種職員少なく

ITT 編成困難：1  

本プログラムを導入 

する場合の問題点 

①すでに同様の 

手順あり：14 

②ミーティング 

時間確保困難：7 

③PSW の負担 

が大きい：6 

④かえって 

非効率的：2  

表6. 精神科算定病棟を有する精神科病院アンケート結果3 
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医師 看護師 PSW 作業療法士 心理師 薬剤師 デイケア職員 訪問 栄養士 事務職 
外部 

機関 
施設数 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
     

2 

○ ○ ○ ○ ○ 
   

○ 
  

1 

○ ○ ○ ○ ○ 
      

4 

○ ○ ○ ○ 
 

○ 
  

○ 
  

1 

○ ○ ○ ○ 
  

○ 
    

1 

○ ○ ○ ○ 
    

○ 
  

1 

○ ○ ○ ○ 
      

○ 1 

○ ○ ○ 
 

○ ○ 
     

1 

○ ○ ○ 
 

○ 
  

○ 
   

1 

○ ○ ○ 
 

○ 
    

○ 
 

1 

○ ○ ○ ○ 
       

7 

○ ○ ○ 
     

○ 
  

1 

○ ○ ○ 
        

2 

 
○ ○ ○ 

       
1 

○ 
          

3 

          
計 28 

表7. 精神科算定病棟を有する精神科病院アンケート結果4 

入院カンファレンス参加職種 
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医師 看護師 PSW 作業療法士 心理師 薬剤師 デイケア職員 訪問 栄養士 事務職 
外部 

機関 
施設数 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
  

○ 
  

1 

○ ○ ○ ○ ○ 
      

3 

○ ○ ○ ○ 
 

○ 
  

○ 
  

1 

○ ○ ○ ○ 
 

○ 
     

1 

○ ○ ○ ○ 
   

○ 
   

1 

○ ○ ○ ○ 
      

○ 1 

○ ○ ○ ○ 
       

4 

○ ○ ○ 
        

4 

○ ○ 
         

1 

 
○ 

         
1 

          
計 18 

表8. 精神科算定病棟を有する精神科病院アンケート結果4 

個別治療チーム構成職種 
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資料１. プログラム概要 

精神科算定病棟を有する精神科病院アンケート結果4 
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資料 2.プログラム運用のチェックリスト 1 

     入院時のアクションと多職種カンファレンスの開催 

 

資料 3. プログラム手順チェックリスト２  

   個別治療チーム：ITT 等で取り組むアクション 
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資料４. アンケート調査票 

精神科算定病棟を有する精神科病院アンケート結果4 
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   次の職員の令和 2 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名  New Long Stay 防止統合プログラムの有用性の検証と汎用性の確立        

３．研究者名  （所属部局・職名）大学院医学研究院・特任講師                                

    （氏名・フリガナ）  木村 大・キムラヒロシ                               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □ 
 

□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □ 
 

□ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）  ■   □ ■ 千葉大学 □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □ 

 
□ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □ 

 
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 

 



令和３年  4月   1日 
厚生労働大臣  殿 
 
                 
                              機関名 国立大学法人千葉大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学 長 
                                                                                      
                              氏 名 中山 俊憲  
 

   次の職員の令和 2 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名  New Long Stay 防止統合プログラムの有用性の検証と汎用性の確立        

３．研究者名  （所属部局・職名）社会精神保健教育研究センター・特任教授                                

    （氏名・フリガナ）  渡邉博幸・ワタナベヒロユキ                              

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □ 
 

□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □ 
 

□ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）  ■   □ ■ 千葉大学 □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □ 

 
□ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □ 

 
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 

 



 
令和３年 4 月  1 日 

厚生労働大臣  殿 
 
                             機関名 国立大学法人千葉大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学 長 
                                                                                      
                              氏 名 中山 俊憲  
 

   次の職員の令和 2 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名  New Long Stay 防止統合プログラムの有用性の検証と汎用性の確立        

３．研究者名  （所属部局・職名）医学部附属病院 ・ 助教                                 

    （氏名・フリガナ）  小松英樹・コマツヒデキ                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □ 
 

□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □ 
 

□ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）  ■   □ ■ 千葉大学 □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □ 

 
□ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □ 

 
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 


